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⑩
にお越しください仮決算相談

・令和 2年分の帳簿確認、集計表の作成、会計ソフトの入力確認
・減価償却資産の新規登録、除却、売却の処理
・扶養家族の登録変更や所得控除に関する確認
・マイナンバーカードに関する相談・確認

仮決算相談の主な内容

【ツカエル青色申告以外の会計ソフトをご利用の方】
令和 2年分 ( 次回 ) の決算サポートより会計ソフト指導料 6,600 円 ( 税込 )を頂戴いたし
ます。何卒ご了承ください。
※ご自身で貸借対照表を一致させ、印刷の上持参される場合は指導料はいただきません。

10 月 1日 ( 木 ) より仮決算相談が始まります。この期間に相談されることで決算サポートをスムーズに終わらせ
ることができます。また、決算サポートの優先予約も受け付けますので是非お越しください。
※優先受付の際には、皆さまのスマートフォンに「青色アプリ」の設定をさせていただきます。

※新規に会計ソフトを始めたい方は、必ず 11 月 30 日 ( 月 ) までにご来局ください。
　また、習得まで 5回以上の来局が必須となります。
※会館移転準備のため、年明けの相談予約枠が大変少なくなっております。必ず年内の仮決算
　相談にお越しください。

◀◀

江戸川北青色申告会は、
e-Taxによる申告 (電子申告 )として
東京税理士会江戸川北支部による
代理送信
をサポートしています。

同カードで決算サポートに必要な情報を確認する
ことができます。
申請から交付までに 1 ～ 2ヶ月のお時間を要しま
すので、お早めに申請をお済ませください。

マイナポイントも
予約出来てお得！！

※代理送信を行うには、必ず 2 月 27 日 ( 土 )
までに決算サポートを完了してください。

マイナンバーカードを取得していますか？



●予約制です。お電話にて承ります。
●決算サポート (お一人様一回のみ・45 分間・職員の指名は

行えません ) を時間内に終了するため、必ず仮決算相
談にお越しください。

◆年内のご相談は従来通り松江事務局へ、1月 7日 ( 木 ) からは
新会館 (江戸川区中央 1-2-16) へお越しください。

◆会館移転準備に伴い、12月 21日 ( 月 ) ～ 1月 6日 ( 水 ) は事務局休館
となります。

勧奨月間【10月 1 日 ( 木 ) ～ 12月 31 日 ( 木 )】

非会員無料記帳相談開催
10月 1日 ( 木 )

★申告会をご存じない方に
～ 11月 30 日 ( 月 )

是非 PRください。

入会希望者をご紹介ください！

目標を明確に！

◎日　時 月 日 ( 月 )～10 19
◎場　所 当会事務局
◎内　容

月 日 ( 月 )11 30
決算整理や経費の家事用区分、決算時の持ち物などをご説明します。

当会に新規でご入会いただいた方向けに毎年開催しています。

決算説明会開催

※今年度は感染症対策のため、個別説明となります。お電話 (☎03-3656-0621) でご予約ください。
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カレンダー凡例

【会館移転のための諸注意】 決算前相談について

●年末調整相談について
▶12月14日 (月 )～18日 (金 )及び1月7日 (木 )
と 8日 ( 金 )のご相談は年末調整のみ承ります。
▶相談時間は一回 30 分間となります。
▶7月～ 12 月の源泉所得税の納付期限は
    1 月 20 日 ( 水 ) までとなります。
※決算サポートと年末調整相談は同時に行えません。 (

1
回
30
分
間)

(
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☚

※お時間はご予約の際にお選びください。

●仮決算相談について
▶年内は 12 月 11 日 ( 金 ) までとなります。
▶年明けは 1 月 12 日 ( 火 ) から承ります。

新規開業された方、申告会をご存じない
方に当会をご紹介ください。
上記期間に紹介された方がご入会された
場合、入会者にはお役立ちグッズ※を、
紹介者には記念品※を進呈します。

※グッズ、記念品ともに入会者が正会員の場合に限ります。
※紹介者の会員種別は問いません。

▲入会者お役立ちグッズ
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   11 月     4 日（水）

   12 月     2 日（水）

 11 月   10 日（火）

 12 月      8 日（火）

税理士無料相談会

司法書士無料相談会

無料相談会の

※お電話でご予約ください !
TEL  03-3656-0621

※相談時間は30分毎となります。

※相談時間は1時間毎となります。
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お知らせ

クラウド会計ソフト新発売

   10 月     7 日（水）

   10 月   13 日（火）

クラウドオンラインで利用できる会計ソフトそ

の名もツカエル青色申告オンライン。様々なク
ラウド会計ソフトが販売されていますが、青色

申告会が自信をもっておすすめできるソフトで、

操作方法もデスクトップ版と遜色が無くご利用

いただけます。今回、発売を記念いたしまして、

現在ツカエル青色申告をご利用の方は本年度分
に限り、利用料の変更がなくツカエルオンライ
ンをご利用いただけるキャンペーンを行ってお

ります。是非この機会に事務局までお越しいた

だきご相談ください。また印刷サービスのお得

な特典が付いたプランも同時にご用意しました。

詳しくはパンフレットをご覧ください。



 
 
 
 

 

（１）固定資産税・都市計画税の軽減措置 

「中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和３年度分の固定資産

税・都市計画税の軽減措置」 
【概要】 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少

した中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係

る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。 

軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
納
税
義
務
者 

一定の収入の減少（※１）があった中小事業者等（※２）の事業用家屋及び償却資産に 

係る令和３年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロとします。 

 

※１ 令和２年２月から１０月までの任意の３ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、 

３０％以上５０％未満減少している者 ２分の１ 

５０％以上減少している者 ゼロ 

 

※２ 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。 

（１）資本金もしくは出資金の額が 1億円以下の法人（＊） 

（２）資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000人以下 

   の法人 

（３）常時使用する従業員数が 1,000人以下の個人  

 

＊ 次の法人は、資本金が１億円以下でも対象とはなりません。 

①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の２分の１以上を所有されている

法人 

②２以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の３分の２以上を所有されてい

る法人 

 

なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業を営んでいる方を除きます。 

適
用
要
件 

令和３年２月１日（※）までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて都税事務所に申告

した方に適用します。 

 

※法令上の申告期限である令和３年１月３１日は日曜日のため、その翌日の令和３年２月１日

（月）が申告期限となります。 

申
告
方
法 

東京都主税局ＨＰをご覧ください。 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html 

問
合
せ
先 

ご不明な点等ございましたら、江戸川都税事務所固定資産税班までお問合せください。 

電話０３－３６５４－２１５１ 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における 

税制措置について（固定資産税・都市計画税） 

軽減を受けるには２月１日までに申告が必要です 

重要 

江戸川都税事務所からのお知らせ 
 

広告
昭和第一高等学校
【同窓会江戸川支部(昭窓会)】

〒113-0033
東京都文京区本郷1-2-15
TEL：03-3811-0636
FAX：03-3814-7985
【募集人員】
[普通科] 特進コース 男女：  
[普通科] 進学コース 男女:  240 名

40 名

▶▶事務局カレンダー

東部ブロック勧奨説明会

司法書士無料相談会

職員研修 ( 事務局休館 )

10 月   7 日

10 月   9 日

 10 月 30 日

10 月 13 日

税理士無料相談会

税理士無料相談会

司法書士無料相談会11月 10 日

11 月   4 日


